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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
発光素子と、
リード電極と、そのリード電極を保持する支持部と、を有する支持体と、
前記発光素子および前記リード電極を接続する導電性ワイヤと、
前記発光素子を被覆し前記支持部により設けられた凹部内に配置されかつ前記凹部を充填
してなる封止部材と、
を備えた半導体装置であって、
前記支持部は、前記凹部の開口部を形成する第一の側壁と、その第一の側壁に接続し、か
つ、前記リード電極の主面の一部上まで前記凹部内を内側方向に延在して設けられた第二
の側壁と、さらに、前記凹部底面における正負一対のリード電極の端部間において、また
は、前記リード電極のうち少なくとも一方の厚さ方向に貫通された孔の上において、前記
支持部と接続して前記凹部の底面を横断する壁部と、を有しており、
前記第二の側壁の少なくとも一部が、前記壁部に接続されており、
前記壁部は、前記発光素子の搭載部と、前記リード電極における前記導電性ワイヤの接続
部と、の間に設けられており、
前記凹部底面における前記第二の側壁の下部は、前記凹部底面における前記第一の側壁の
下部と接続されており、
前記第二の側壁を形成する壁面のうち、前記発光素子の搭載部に最も近い壁面が前記発光
素子との間隔が大きくなるように円弧面とされており、
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前記封止部材は、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、フッ素樹脂、および、そ
れらの樹脂を少なくとも一種以上含むハイブリッド樹脂等、耐候性に優れた透光性樹脂か
ら選択されることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
前記支持部は、前記第二の側壁に向かい合う方向に第三の側壁を有しており、前記壁部の
両端部が前記第二の側壁および前記第三の側壁にそれぞれ接続されている請求項１に記載
の半導体装置。
【請求項３】
前記支持体は、前記リード電極が突出された支持部の側面において、前記支持部の一部が
突出されている請求項１または２に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレイのバックライト、パネルメーター、表示灯や携帯用電子機
器などに用いられる発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体発光素子は、その半導体発光素子の電極と接続するリード電極を備えた支持体に
配置されて、発光装置とされる。半導体発光素子は、支持体に備えられたリード電極を介
して電力を供給される。このような発光装置として、発光素子と、その発光素子からの光
を吸収して異なる波長を有する光を発光する蛍光物質と、を組み合わせて白色系の混色光
を高輝度に発光することができる発光装置が開発された。
【０００３】
　このような発光装置において、生産性のよい支持体として、リード電極を狭持した金型
内に成型樹脂を注入して、成型樹脂を硬化させて形成される成型体が利用される。
【０００４】
　先行技術として、例えば、特表２００６－５１６８１６号公報に開示される発光装置が
挙げられる。この発光装置は、凹部が設けられた支持体と、その凹部に配置された発光素
子と、発光素子の電極と支持体の電極とを接続する導電性ワイヤと、蛍光物質を含有して
発光素子や導電性ワイヤを凹部内にて被覆する封止部材と、を備える。特に、本件の発光
装置は、凹部の内壁面に凹凸形状を有しており、凹部内に充填された封止樹脂との接触面
積を増加させている。これにより、支持体と封止樹脂との密着性が向上するため、封止樹
脂が支持体から剥離することがなくなる。
【０００５】
【特許文献１】特表２００６－５１６８１６号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、凹部の内面に凹凸形状を設けるだけでは、封止樹脂の膨張および収縮に
よる悪影響を低減させることができない。例えば、半導体素子の電極とリード電極とを接
続する導電性ワイヤが封止樹脂の膨張および収縮による応力を受けて断線しやすくなる。
また、封止部材が、半導体素子の熱や光により劣化することがある。そのため、凹部内に
充填された封止部材の量は、できるだけ少ない方が好ましい。
【０００７】
　そこで、本発明は、凹部の内面に種々の凹凸形状を設けた半導体装置において、封止部
材の量を低減させた半導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
以上の目的を達成するために本発明に係る半導体装置は、発光素子と、リード電極と、そ
のリード電極を保持する支持部と、を有する支持体と、前記発光素子および前記リード電
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極を接続する導電性ワイヤと、前記発光素子を被覆し上記支持部により設けられた凹部内
に配置されかつ前記凹部を充填してなる封止部材と、を備えた半導体装置であって、上記
支持部は、上記凹部の開口部を形成する第一の側壁と、その第一の側壁に接続し、上記リ
ード電極の主面の一部上まで上記凹部内を内側方向に延在して設けられた第二の側壁と、
上記凹部底面における正負一対のリード電極端部の間において、または正負リード電極の
少なくとも一方の厚さ方向に貫通された孔の上において、上記支持部と接続して上記凹部
の底面を横断する壁部と、を有しており、上記第二の側壁の少なくとも一部が、上記壁部
に接続されており、前記壁部は、前記発光素子の搭載部と、前記リード電極における前記
導電性ワイヤの接続部と、の間に設けられており、前記凹部底面における前記第二の側壁
の下部は、前記凹部底面における前記第一の側壁の下部と接続されており、第二の側壁を
形成する壁面のうち、発光素子の搭載部に最も近い壁面が発光素子との間隔が大きくなる
ように円弧面とされており、前記封止部材は、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹
脂、フッ素樹脂、および、それらの樹脂を少なくとも一種以上含むハイブリッド樹脂等、
耐候性に優れた透光性樹脂から選択されることを特徴とする。

【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、凹部の内面に種々の凹凸形状を設けた半導体装置において、封止部材の量を
できる限り低減させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明を実施するための最良の形態を、以下に図面を参照しながら説明する。ただし、
以下に示す形態は、本発明の技術思想を具体化するための半導体装置を例示するものであ
って、本発明は半導体装置を以下に限定するものではない。
【００１７】
　また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するもの
では決してない。実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的
配置等は、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨では
なく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明
を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符
号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細な説明を適宜省略する。さらに
、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素
を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現するこ
ともできる。
【００１８】
　半導体素子に接続するリード電極と、そのリード電極を保持する支持部と、を有する支
持体と、上記支持部により設けられた凹部内にて上記半導体素子を被覆する封止部材と、
を備えた半導体装置について、封止部材の量を低減しつつ、支持部に設けられた各部位の
機械的強度を向上させた半導体装置とするため、本発明者は種々の検討を行った。
【００１９】
　その結果、上記支持部に、上記凹部の開口部を形成する第一の側壁と、その第一の側壁
に接続し、上記リード電極の主面の少なくとも一部上まで上記凹部内を延在して設けられ
た第二の側壁と、を設ける。さらに、上記凹部の底面を横断して延伸する壁部を設け、上
記第二の側壁の少なくとも一部を、上記壁部に接続させる。ここで、上記壁部は、上記凹
部底面における正負一対のリード電極の端部間において、または、正負リード電極の少な
くとも一方の厚さ方向に貫通された孔の上において、上記支持部の凹部底面より下部と接
続させるものとする。このような構成とすることにより、本発明は、上述したような課題
を解決するに至った。以下、本形態の半導体装置について図面を参照しながら説明する。
【００２０】
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　図１は、本形態における半導体装置１００の上面図である。なお、凹部内の状態を分か
り易くするため、封止部材を透過させて図示している。図２は、図１における半導体装置
１００のＸ－Ｘ方向に沿った断面図である。図３は、図１における半導体装置１００のＹ
－Ｙ方向に沿った断面図である。図４は、本形態にかかる半導体装置１００の側面図であ
る。図５は、本形態にかかる半導体装置１００の別の側面図である。図６は、本形態にか
かる半導体装置１００の背面図である。
【００２１】
　支持部１１５の第一の側壁１０１は、支持体の凹部の開口部を形成する側壁であり、第
二の側壁１０２は、その第一の側壁１０１の一部に接続して凹部の内側方向に突出して設
けられる。この第二の側壁１０２が凹部の内側に突出された量だけ、凹部内に充填される
封止部材１１７の量を低減させることができるので、本形態の半導体装置は、封止部材に
よる悪影響を低減させることができる。
【００２２】
　ここで、絶縁性材料からなる支持部１１５の一部である第二の側壁１０２が、リード電
極１１３ａ、１１３ｂの主面上にも延在して設けられたとき、リード電極１１３ａ、１１
３ｂと絶縁性材料の材料の違いから、両者間の接着力は、同じ材料同士の接着力と比較し
て低い。そのため、リード電極１１３ａ、１１３ｂと絶縁性材料の膨張係数の違いから、
種々の熱履歴を経た後、第二の側壁とリード電極との間に隙間ができる。さらに、その隙
間に封止部材が浸入することにより、結局、封止部材の量が増加してしまう。また、浸入
した封止部材の熱膨張により、隙間が更に広がってしまうことがある。
【００２３】
　そこで、本形態にかかる支持体は、第二の側壁１０２の少なくとも一部を、凹部の底面
に設けられた第一の壁部１０５ａまたは第二の壁部１０５ｂの少なくとも一方に接続させ
て補強する。さらに、これらの壁部は、支持部１１５の各部位のうち、凹部底面において
リード電極１１３ａの端部とリード電極１１３ｂの端部の間に配置された部位、または、
リード電極１１３ｂの厚み方向に貫通させた孔に延在させた部位に接続させている。結果
的に、第二の側壁１０２は、支持部１１５の同一材料により、第一の側壁１０１および壁
部１０５ａ、１０５ｂにより接続された複数の接続部により強固に凹部の底面方向に支持
され、第二の側壁１０２とリード電極との間に隙間が生じることがなくなる。
【００２４】
　さらに、支持体は、上記第一の側壁１０１よりも内側に、凹部の開口部の内周縁に沿っ
て延伸された突出部１１６を有しており、上記第二の側壁１１６の上記凹部底面からの高
さは、支持体の突出部の外側に設けられた底面１１８の高さ以上であり、かつ、凹部の底
面にほぼ垂直な方向に突出された突出部１１６の高さよりも低いことが好ましい。この突
出部により、封止部材と支持部との接触面積が増えるため、封止部材の剥離が生じること
がない半導体装置とすることができる。また、第二の側壁の高さを調整することにより、
第二の側壁が発光素子からの光に妨げとなることなく、封止部材の量を、第二の側壁が凹
部内側へ突出する体積分だけ低減させることができる。
【００２５】
　壁部１０５ａ、１０５ｂは、半導体素子の搭載部と、半導体素子の電極および正負リー
ド電極１１３ａ、１１３ｂを接続する導電性ワイヤ１１１の接続部と、の間に設けられて
いることが好ましい。この壁部１０５ａ、１０５ｂにより、半導体素子１０６、１０９を
それぞれ接着する接着材１０７、１１０が、導電性ワイヤ１１１の接続部への流動を阻止
することができる。したがって、接着材の流動による悪影響を心配することなく、導電性
ワイヤ１１１を安定してリード電極に接続することができる。
【００２６】
　支持体は、リード電極が突出された支持部の側面において、その一部が突出されている
ことが好ましい。これにより、半導体装置の外形を小さくしつつ、凹部の開口部の面積を
大きくすることができる。すなわち、半導体装置の側面から突出されて屈曲されたリード
電極の厚みを最大限の突出量として、支持部の側面の一部を突出させたとしても、リード
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電極の大きさを含めた半導体装置の最大外形は変わらない。そのため、リード電極の突出
位置の周囲に、開口部を形成する第一の側壁の機械的強度を補う厚肉部１１２として側面
を突出させて設けることにより、半導体装置の小型化を図りつつ、凹部の開口面積を大き
くすることができる。
【００２７】
　凹部の底面に設けられた一対の壁部の間に露出されたリード電極に、半導体素子の複数
の搭載部を仕切る溝１０８が設けられており、複数の半導体素子が接着材を介して上記搭
載部に接着されていることが好ましい。これにより、半導体素子を接着する接着材の流動
が、溝１０８で阻止されるため、他の半導体素子の接着に及ぼす影響を低減させることが
できる。例えば、他の半導体素子を接着した接着材の一部が流動してきて硬化された後、
その上に接着材を配置して硬化させると、硬化の工程が時間的に前後する複数の接着材の
間で界面が顕在化することにより、半導体素子の接着界面から剥離を引き起こす恐れがあ
る。しかしながら、本形態の溝部により、接着材の流動が溝部にて阻止されるため、流動
してきて硬化された別の接着材の上に接着材を配置することがなくなる。そのため、接着
された半導体素子の剥離が生じない半導体装置とすることができる。
【００２８】
　支持部は、上記第二の側壁１０２に向かい合う方向に第三の側壁１０３を有しており、
上記壁部１０５ａの両端部が上記第二の側壁１０２および第三の側壁１０３にそれぞれ接
続されていることが好ましい。すなわち、凹部内にて突出された第二の側壁１０２および
第三の側壁１０４の間に設けられた壁部１０５ａの両端が、各側壁の内壁面の一部に接続
されることが好ましい。これにより、壁部１０５ａの両端部が、凹部の側壁から突出され
た側壁に接続されているので、壁部は凹部の底面に強固に固定される。また、この第三の
側壁１０３が凹部の内側に突出された量だけ、凹部内に充填される封止部材１１７の量を
低減させることができるので、本形態の半導体装置は、封止部材による悪影響をさらに低
減させることができる。
【００２９】
　上記支持部は、凹部の内壁面を形成する第一の側壁の一部が外側に抉れた切欠部を有し
ている。さらに、支持体に搭載された保護素子１０６は、その切欠部内に配置されている
。これにより、発光素子を過電圧から保護する保護素子を搭載したときに、保護素子が発
光素子の光を遮ることがなくなるため、光取りだし効率を損ねることがない半導体装置と
することができる。
【００３０】
　［工程１：リード電極の形成］
まず、金属平板に打ち抜き加工を施し正負一対のリード電極となる突出部を複数対有する
リードフレームを形成する。なお、パッケージ成型後リード電極を折り曲げる工程から発
光装置をリードフレームから分離させる工程までパッケージを支持するハンガーリードを
リードフレームの一部に設けてもよい。リード電極の厚さ方向に貫通された孔は、打ち抜
き加工により形成することができる。また、リード電極の主面に掘られた溝は、プレス成
形により形成することができる。
【００３１】
　リード電極は、半導体装置の外部から半導体素子に電力を供給する導電体である。特に
、本形態にかかるリード電極は、一方の端部がパッケージ側面からパッケージ内部に挿入
され、他方の端部がパッケージ側面から突出するようにパッケージ成型時に一体成型され
る。
【００３２】
　リード電極の材料は、導電性であれば特に限定されないが、半導体素子と電気的に接続
する部材である導電性ワイヤやバンプ等との接着性及び電気伝導性が良いことが求められ
る。具体的な電気抵抗としては、３００μΩ－ｃｍ以下が好ましく、より好ましくは３μ
Ω－ｃｍ以下である。これらの条件を満たす材料としては、鉄、銅、鉄入り銅、錫入り銅
及び銅、金、銀をメッキしたアルミニウム、鉄、銅等が好適に挙げられる。
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【００３３】
　［工程２：パッケージの形成］
本形態におけるパッケージは、半導体素子や封止部材を配置することができる支持体であ
り、正負一対のリード電極と、そのリード電極を絶縁して保持する絶縁性材料である支持
部と、を備えた部材である。本形態のパッケージにおいては、リードフレームに成型材料
を射出成型により成型させた成型体が好適に利用される。このような成型体とすることに
より、本形態における各側壁や壁部を同じ材料で接続させた支持体を容易に得ることがで
きる。
【００３４】
　上記工程１により形成されたリードフレームを、凸型および凹型にて狭持する。このと
き、リード電極の端部が凸型および凹型により形成された内部空間に配置されるようにす
る。次に、型の背面に設けられたゲートより内部空間に成型材料を注入して、少なくとも
リード電極の端部を被覆する。あるいは、リード電極の厚さ方向に貫通された孔を有する
ときには、その孔内に成型材料を充填させる。上記内部空間を形成する凸型および凹型の
内壁面は、パッケージの外壁面および凹部内に形成させる側壁面の形状に対応している。
また、プレス加工されたリードフレームは、プレスの打ち抜き方向と型内に樹脂を注入す
る方向とが一致するように、凸型と凹型にて狭持されることが好ましい。このようなリー
ドフレームの配置方向とすることにより、正及び負のリード電極の端部により形成される
空間に、隙間なく成型材料を充填することができ、注入される成型材料を所定の方向へ流
動させることができる。
【００３５】
　最後に、充填された成型材料を硬化させた後、凸型および凹型から成型体を取り外す。
ここで、リードフレームにハンガーリードを設けると、図５に示されるように、ハンガー
リード先端部の形状により成型体の側面に凹部１１９を有するパッケージが形成される。
ハンガーリードは、支持部の側面に形成された凹部１１９によりフォーミング工程終了ま
でパッケージを支持することができる。また、パッケージ主面側の四隅に段差１１４を設
けることが好ましい。さらに、その段差１１４の一段下がった面を突き出し部材（図示せ
ず）で突くことにより型から成型体を取り出す。これにより、突き出し部材によって生じ
るバリがパッケージの最上面から突出しないようにすることができる。
【００３６】
　パッケージの成型材料は、特に限定されず、液晶ポリマー、ポリフタルアミド樹脂、ポ
リブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）などとすることができる。特に、ポリフタルアミド
樹脂のように高融点結晶が含有されてなる半結晶性ポリマー樹脂は、封止部材（例えば、
エポキシ樹脂やシリコーン樹脂）との密着性が良好なため、パッケージの材料として好適
に利用される。また、発光素子からの光の反射率を向上させるために、成型材料に酸化チ
タンなどの白色顔料を含有させることができる。
【００３７】
　［工程３：半導体素子の配置］
パッケージに設けられた半導体素子の搭載部に、発光素子を接着材にて固定する。ここで
、「搭載部」とは、支持体の凹部内に設けられ、配置される半導体素子の外形と略同じ大
きさを有する部位をいう。したがって、配置される半導体素子の外形と略同じ大きさを備
えることができれば、搭載部が設けられる部位は、リード電極の主面上に限定されること
なく、リード電極を絶縁して保持する支持部の上でもよい。本形態では、発光素子を単独
で支持体に配置させた半導体装置について説明するが、発光素子を単独で配置させる形態
に限定されることなく、受光素子、静電保護素子（ツェナーダイオード、コンデンサ等）
、あるいはそれらを少なくとも二種以上組み合わせたものを搭載した半導体装置とするこ
とができる。なお、本形態の壁部により複数の区域に分けられた搭載部に発光素子を配置
するとき、静電保護素子は、発光素子と同一区域の搭載部あるいは異なる区域の搭載部の
いずれに配置してもよい。
【００３８】
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　（発光素子）
本形態における発光素子は、蛍光物質を備えた発光装置とするとき、その蛍光物質を励起
可能な波長を発光できる活性層を有する半導体発光素子が好ましい。このような半導体発
光素子として、ＺｎＳｅやＧａＮなど種々の半導体を挙げることができるが、蛍光物質を
効率良く励起できる短波長が発光可能な窒化物半導体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ、
０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）が好適に挙げられる。半導体層の材料やその混晶度によっ
て発光波長を種々選択することができる。
【００３９】
　発光素子の材料として窒化物半導体を使用した場合、半導体用基板にはサファイア、ス
ピネル、ＳｉＣ、Ｓｉ、ＺｎＯ、ＧａＮなどの材料が好適に用いられる。結晶性の良い窒
化物半導体を量産性よく形成させるためにはサファイア基板を用いることが好ましい。こ
のサファイア基板上にＭＯＣＶＤ法などを用いて窒化物半導体を形成させることができる
。また、基板は、半導層を積層した後、取り除くこともできる。
【００４０】
　白色系の混色光を発光させる発光装置とするときには、蛍光物質からの発光波長との補
色関係や封止樹脂の劣化などを考慮して、発光素子の発光波長は４００ｎｍ以上５３０ｎ
ｍ以下が好ましく、４２０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下がより好ましい。発光素子と蛍光物質
との励起、発光効率をそれぞれより向上させるためには、４５０ｎｍ以上４７５ｎｍ以下
がさらに好ましい。
【００４１】
　発光素子を支持体に固定した後、発光素子の各電極とリード電極とをそれぞれ導電性ワ
イヤにて接続する。ここで、発光素子を固定するための接合部材は、特に限定されず、エ
ポキシ樹脂などの絶縁性接着剤や、Ａｕ－Ｓｎ合金、導電性材料が含有された樹脂やガラ
スなどとすることができる。接合部材に含有される導電性材料は、Ａｇが好ましく、Ａｇ
の含有量が８０％～９０％であるＡｇペーストを用いると放熱性に優れた発光装置が得ら
れる。
【００４２】
　（導電性ワイヤ）
導電性ワイヤは、発光素子の電極とのオーミック性、機械的接続性、電気伝導性及び熱伝
導性がよいものが求められる。熱伝導度としては０．０１ｃａｌ／（ｓ）（ｃｍ２）（℃
／ｃｍ）以上が好ましく、より好ましくは０．５ｃａｌ／（ｓ）（ｃｍ２）（℃／ｃｍ）
以上である。また、作業性などを考慮して導電性ワイヤの直径は、好ましくは、Φ１０μ
ｍ以上、Φ４５μｍ以下である。封止部材に蛍光物質を含有させるとき、蛍光物質が含有
された部位と、蛍光物質が含有されていない部位との界面で導電性ワイヤが断線しやすい
。そのため、導電性ワイヤの直径は、２５μｍ以上がより好ましく、発光素子の発光面確
保や扱い易さの観点から３５μｍ以下がより好ましい。このような導電性ワイヤとして具
体的には、金、銅、白金、アルミニウム等の金属及びそれらの合金を用いた導電性ワイヤ
が挙げられる。
【００４３】
　導電性ワイヤと、リード電極との接合部は、導電性ワイヤとリード電極との電気的接続
不良を防ぐため、一本の導電性ワイヤについてリード電極に複数設けられることが好まし
い。
【００４４】
　［工程４：封止部材の形成］
半導体素子を外部環境から保護するため、透光性の封止部材を設ける。半導体素子または
導電性ワイヤを覆うようにパッケージの凹部内に充填した封止部材の材料を硬化させるこ
とにより半導体素子や導電性ワイヤを封止部材にて被覆する。
【００４５】
　（封止部材）
封止部材の材料は、特に限定されず、例えば、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹
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脂、フッ素樹脂、および、それらの樹脂を少なくとも一種以上含むハイブリッド樹脂等、
耐候性に優れた透光性樹脂を用いることができる。また、封止部材は有機物に限られず、
ガラス、シリカゲルなどの耐光性に優れた無機物を用いることもできる。また、本形態の
封止部材は、粘度増量剤、光拡散剤、顔料、蛍光物質など、用途に応じてあらゆる部材を
添加することができる。光拡散剤として例えば、チタン酸バリウム、酸化チタン、酸化ア
ルミニウム、二酸化珪素、炭酸カルシウム、および、それらを少なくとも一種以上含む混
合物などを挙げることができる。更にまた、封止部材の光出射面側を所望の形状にするこ
とによってレンズ効果を持たせることができる。具体的には、凸レンズ形状、凹レンズ形
状さらには、発光観測面から見て楕円形状やそれらを複数組み合わせた形状にすることが
できる。
【００４６】
　（蛍光物質）
本形態の半導体装置は、発光素子を備えるとともに、封止部材に蛍光物質を含有させるこ
とができる。このような蛍光物質の一例として、以下に述べる希土類元素を含有する蛍光
物質がある。
【００４７】
　具体的には、Ｙ、Ｌｕ，Ｓｃ、Ｌａ，Ｇｄ、ＴｂおよびＳｍの群から選択される少なく
とも１つの元素と、Ａｌ、Ｇａ、およびＩｎの群から選択される少なくとも１つの元素と
を有するガーネット（石榴石）型蛍光物質が挙げられる。特に、アルミニウム・ガーネッ
ト系蛍光体は、ＡｌとＹ、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｌａ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｅｕ、Ｇａ、Ｉｎ及びＳｍか
ら選択された少なくとも一つの元素とを含み、かつ希土類元素から選択された少なくとも
一つの元素で付活された蛍光体であり、発光素子から出射された可視光や紫外線で励起さ
れて発光する蛍光体である。例えば、イットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光体（ＹＡ
Ｇ系蛍光体）の他、Ｔｂ２．９５Ｃｅ０．０５Ａｌ５Ｏ１２、Ｙ２．９０Ｃｅ０．０５Ｔ
ｂ０．０５Ａｌ５Ｏ１２、Ｙ２．９４Ｃｅ０．０５Ｐｒ０．０１Ａｌ５Ｏ１２、Ｙ２．９

０Ｃｅ０．０５Ｐｒ０．０５Ａｌ５Ｏ１２等が挙げられる。これらのうち、特に本実施の
形態において、Ｙを含み、かつＣｅあるいはＰｒで付活され組成の異なる２種類以上のイ
ットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光体が利用される。
【００４８】
　また、窒化物系蛍光体は、Ｎを含み、かつＢｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、及びＺｎか
ら選択された少なくとも一つの元素と、Ｃ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、及びＨｆか
ら選択された少なくとも一つの元素とを含み、希土類元素から選択された少なくとも一つ
の元素で付活された蛍光体である。窒化物系蛍光体として、例えば、（Ｓｒ０．９７Ｅｕ

０．０３）２Ｓｉ５Ｎ８、（Ｃａ０．９８５Ｅｕ０．０１５）２Ｓｉ５Ｎ８、（Ｓｒ０．

６７９Ｃａ０．２９１Ｅｕ０．０３）２Ｓｉ５Ｎ８、等が挙げられる。
【００４９】
　［工程５：リード電極のフォーミング］
図３乃至図６に示されるように、パッケージの外壁面から突出されたリード電極を、パッ
ケージの外壁面にそって折り曲げ、実装基板に設けられた導体配線などに接続させるため
の接続端子を形成する。
【００５０】
　本形態の半導体装置は、図１に示されるように、光を出射させる発光面をパッケージの
上面に有する。図示されるように、半導体素子に電力を供給する一対の正負のリード電極
がパッケージの側面から突出されている。これらの側面は、互いに向かい合う一対の側面
である。図３および図５に示されるように、リード電極の突出部は、リード電極が突出さ
れたパッケージの側面からその側面に隣接する裏面側に沿って折り曲げ、さらにリード電
極の端部をパッケージの背面に配置させることが好ましい。これにより、実装基板と半導
体装置を接続する半田が発光面側に悪影響を及ぼすことなく半導体装置を配線基板に実装
することができる。
【００５１】
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　［工程６：半導体装置を分離］
リードフレームと各リード電極との接続部を切断して、リードフレームから個々の半導体
装置に分離する。パッケージを支持するハンガーリードを利用したとき、フォーミングの
工程後、パッケージをハンガーリードによる支持から解放させる。このように、ハンガー
リードを利用することにより、各半導体装置のリード電極に対してまとめてフォーミング
の工程を施すことができるため、半導体装置を形成する作業性を向上させることができる
。
【００５２】
　以下、本発明に係る実施例について詳述する。なお、本発明は以下に示す実施例のみに
限定されないことは言うまでもない。
【実施例１】
【００５３】
　図１は、本実施例における発光装置１００の上面図である。なお、凹部内の状態を分か
り易くするため、封止部材を透過させて図示している。図２は、図１における発光装置１
００のＸ－Ｘ方向に沿った断面図である。図３は、図１における発光装置１００のＹ－Ｙ
方向に沿った断面図である。図４は、本実施例にかかる発光装置１００の側面図である。
図５は、本実施例にかかる発光装置１００の別の側面図である。図６は、本実施例にかか
る発光装置１００の背面図である。
【００５４】
　本実施例における支持体は、正負一対のリード電極１１３ａ、１１３ｂを有するリード
フレームを型内に狭持して、ポリフタルアミド系樹脂を支持部１１５の成型材料として、
射出成型により形成させたものである。
【００５５】
　図１乃至図３に示されるように、本実施例の支持体は、正負一対のリード電極１１３ａ
、１１３ｂが支持部１１５に挿入されて保持されてなるものである。支持部１１５は、開
口部の形状が略円形の凹部を有する。支持部１１５は、その凹部の開口部の方向から見て
、凹部の最も外側の内壁面を形成する第一の側壁１０１と、その第一の側壁１０１から凹
部の内側方向へ向かって順に、第一の側壁１０１の内円周に沿って略環状に延伸されて設
けられた突出部１１６と、第一の側壁１０１内円周の一部に沿って設けられた第二の側壁
１０２と、を有する。この第二の側壁１０２は、突出部１１６を形成する側壁の下部にお
いて第一の側壁１０１の下部と接続されている。なお、図２に示されるように、第二の側
壁の１０２一部がリード電極１１３ｂの上に配置されている。このように、第二の側壁の
１０２を凹部内側方向にリード電極１１３ｂの上にまで延在させて設けることにより、本
実施例の発光装置１００は、従来と比較して封止部材１１７の量を低減させることができ
る。
【００５６】
　本実施例にかかる第二の側壁１０２上面の凹部底面からの高さは、第一の側壁１０１と
突出部１１６との間に形成された底面１１８の高さと略同じ高さとされている。第二の側
壁１０２は、三日月型の上面と、発光素子の搭載部側の内壁面、すなわち、凹部の底面に
対して所定の傾斜角を有する２つの平坦面と、それらの平坦面の間に形成された円弧面と
、から形成された形状を有する。このように第二の側壁を形成する壁面のうち、発光素子
の搭載部に最も近い壁面を円弧面とすることにより、発光素子と第二の側壁の表面との間
隔を大きくすることができる。そのため、発光素子からの光や熱による壁部の劣化を抑制
することができる。特に、発光面の方向から見た発光素子の外形を成す辺のうち、発光素
子からの発光量が大きい最も長い辺の側を、第二の側壁１０２に対面させて発光素子を配
置することができる。
【００５７】
　第一の壁部１０５ａおよび第二の壁部１０５ｂは、それらの底部が支持部の背面側と接
続されており、凹部の底面から突出されて設けられている。ここで、壁部の高さは、導電
性ワイヤ１１１の通過の妨げにならないような高さとされる。
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【００５８】
　図３に示されるように、第一の壁部１０５ａは、支持部１１５内に挿入されたリード電
極１１３ｂ’の厚み方向に貫通されたスリット状の孔内に延在された支持部１１５の一部
と接続されている。さらに、図１に示されるように、第一の壁部１０５ａは、凹部の開口
部の側から見て、発光素子の配列方向および上記スリット状の孔の長手方向に沿って延伸
しており、一方の端部が第二の側壁１０２を形成する平坦面の１つに接続されている。さ
らに、他方の端部が、第二の側壁１０２と向かい合う第三の側壁１０３と接続されている
。ここで、第三の側壁１０３は、第二の側壁１０２と向かい合う突出部１１６の終端部の
下部から凹部内側方向に突出された側壁である。
【００５９】
　また、図３に示されるように、支持部１１５内に挿入された正のリード電極１１３ａの
端部１１３ａ’と、負のリード電極１１３ｂの端部１１３ｂ’との間に、支持部の背面方
向からその一部が延在されている。第二の壁部１０５ｂは、この延在された支持部の一部
と接続されている。さらに、図１に示されるように、第一の壁部１０５ｂは、凹部の開口
部の側から見て、半導体素子１０６、１０９の配列方向に沿って延伸して、一方の端部が
第二の側壁１０２を形成する平坦面の１つに接続されている。さらに、他方の端部が、第
二の側壁と向かい合う第一の側壁（突出部の終端部の下部）と接続されている。
【００６０】
　本実施例の支持部１１５は、互いに向かい合う一対の側面の一部から正のリード電極１
１３ａおよび負のリード電極１１３ｂを突出させており、その側面から支持部１１５の背
面に沿って各リード電極が屈曲されている。さらに、支持部１１５は、各リード電極が側
面から突出されて最初に折り曲げられる部位の上（凹部の開口部側）に、側面の一部が突
出されて形成された厚肉部１１２を有している。この厚肉部１１２により、支持部の機械
的強度を維持して発光装置を小型化させつつ、開口部の面積を大きくすることができる。
【００６１】
　本実施例における発光素子１０９は、長辺が４２０ｎｍ、短辺が２４０ｎｍの矩形の外
形を有するＬＥＤチップであり、その発光主面の長手方向に正負一対の電極が配列されて
いる。以下、本実施例における発光素子について詳細に説明する。
【００６２】
　本実施例における発光素子は、ｐ側台座電極及びｎ側台座電極が同一面側に設けられて
おり、これらの電極が形成された発光主面の側から光を取り出すＬＥＤチップである。Ｌ
ＥＤチップを構成する半導体積層構造は、サファイア基板上にバッファ層、ｎ型コンタク
ト層、ｎ型クラッド層、活性層となるＩｎＧａＮ層、ｐ型クラッド層、ｐ型コンタクト層
が、順次積層された層構造を有する。さらに、それらの層が部分的にエッチング等により
除去され、ｎ型層の露出面にｎ側台座電極が形成され、ｐ型コンタクト層にはｐ側台座電
極が設けられている。ｎ側台座電極は、ｎ型コンタクト層側から順にＷ、Ｐｔ、Ａｕが積
層されてなる。ｐ側台座電極が形成される拡散電極は、ＩＴＯ（又は、インジウムと錫の
複合酸化物）を材料として、ｐ型コンタクト層のほぼ全面に形成されている。この拡散電
極の上に形成されたｐ側台座電極は、Ｒｈ、Ｐｔ、Ａｕが積層されてなる。また、発光領
域を確保するために、拡散電極はｎ側台座電極を部分的に囲んでいる。
【００６３】
　支持体の凹部の底面を横断して配置された第一の壁部１０５ａおよび第二の壁部１０５
ｂの間に、リード電極１１３ｂの主面が露出されている。このリード電極１１３ｂの上に
３つの発光素子１０９がそれぞれ長手方向を揃えて横一列に並べて接着剤１１０（例えば
、エポキシ樹脂）により固定されている。さらに、発光素子１０９の正負の電極が導電性
ワイヤ１１１にて正負一対のリード電極１１３ａ、１１３ｂとそれぞれ接続されている。
【００６４】
　また、凹部の底面に露出されたリード電極１１３ｂの主面に、配置された発光素子の長
手方向に沿って溝部１０８が掘られている。そして、接着材で固定された発光素子の溝部
１０８を介した向こう側に、保護素子１０６が導電性接着材１０７（例えば、銀含有のエ
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れた切欠部１０４内に納まるように配置されている。なお、本実施例の切欠部１０４は、
開口部の内円周に沿って環状に延伸された突出部１１６の一方の終端部における下方の側
壁と、突出部１１６の他方の終端部下方に設けられた第三の側壁１０３と、により形成さ
れた第二の凹部である。
【００６５】
　図２および図３に示されるように、支持体の凹部には、ＹＡＧ系蛍光体を含有するシリ
コーン樹脂が封止部材１１７として充填されている。封止部材１１７は、その最表面が突
出部１１６の上面よりも高い位置まで充填されている。さらに、封止部材は、突出部１１
６を越えて、第一の側壁１０１と突出部１１６との間に設けられた凹形状の底面１１８ま
で、延在して被覆している。なお、図１は、発光素子の配置の状態を分かりやすくするた
め、ＹＡＧ系蛍光体を含有する封止部材を透過させて描いている。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は、液晶ディスプレイのバックライト、パネルメーター、表示灯や携帯用電子機
器などに用いられる光源として利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】図１は、本発明の一実施例にかかる半導体装置の模式的な上面図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例にかかる半導体装置の模式的な断面図である。
【図３】図３は、本発明の一実施例にかかる半導体装置の別の断面図である。
【図４】図４は、本発明の一実施例にかかる半導体装置の側面図である。
【図５】図５は、本発明の一実施例にかかる半導体装置の別の側面図である。
【図６】図６は、本発明の一実施例にかかる半導体装置の背面図である。
【符号の説明】
【００６８】
１００・・・半導体装置、
１０１・・・第一の側壁、
１０２・・・第二の側壁、
１０３・・・第三の側壁、
１０４・・・切欠部、
１０５ａ・・・第一の壁部、
１０５ｂ・・・第二の壁部、
１０６・・・保護素子、
１０７・・・接着材、
１０８・・・溝部、
１０９・・・発光素子、
１１０・・・導電性接着材、
１１１・・・導電性ワイヤ、
１１２・・・厚肉部、
１１３ａ・・・正のリード電極、
１１３ｂ・・・負のリード電極、
１１４・・・段差、
１１５・・・支持部、
１１６・・・突出部、
１１７・・・封止部材、
１１８・・・突出部１１６と第一の側壁１０１との間の底面、
１１９・・・凹部。
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